
PDF issue: 2025-07-04

川崎市南部地域における環境再生

NAGAI, Susumu / 永井, 進

(出版者 / Publisher)
Institute of Comparative Economic Studies, Hosei University / 法政大学比
較経済研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
比較経済研究所ワーキングペーパー / 比較経済研究所ワーキングペーパー

(巻 / Volume)
79

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
20

(発行年 / Year)
2000-03-21



東南アジアの環境変化シリーズＮｏ．３

川崎市南部地域における環境再生

永井進

(法政大学経済学部教授）



川U|葡市南部地域における環境再生

永井進（法政大学経済学部教授）

論文要旨

川崎市の川崎区を中心とする南部地域は、明治時代より、東京湾の海

岸線を埋め立てることによって、重化学工業を中心とする京浜工業地帯の中核

を形成してきた。また、同地域は､大都市東京都と横浜市を結ぶ自動車交通の要

衝地で､幹線道路網が早くから整備されてきた。自然海浜を埋め立て､住宅地域

と工業地域を分離するという慎重な都市計画を欠いたコンビナートの造成と、

産業な発展を優先し、沿道住民の生活と健康を無視して進められた道路網の整

備は、工業の過密と交通渋滞を引き起こし､大気汚染､騒音､産業廃棄物などによ

る深刻な公害を地域住民にもたらした。

しかし、近年､川崎公害訴訟において、コンビナート企業や道路管理者

の公害責任を問うた公害被害者が､裁判で勝利・和解したのを契機にして､公害

被害者が環境再生の町づくりに乗り出すという動きに出てきた。これは、大阪

市西淀川区の大気汚染被害者のＮＧＯ組織である「あおぞら財団」の動きと連

動するものであり、公害で疲弊した町を再生し､地域の再生をもくろむ動きであ

る。一方､川崎では､重化学工業が衰退し、コンビナートの再編が余儀なくされ

ている。１９７０年代までの高度経済成長を支えた重化学工業は、２度のオイ

ルショックによって衰退をし始め、わが国の産業構造は､電気・自動車などの機

械産業、電子・通信などの情報産業などのいわゆる知識集約型の産業へと転換

してきた。そして、８０年代後半のバブル景気のために経営の悪化が顕在化し

なかった重化学工業も、９０年代に入って、企業が多額の負債を抱えたこともあ

って一挙に経営が悪化し、従業員の大量解雇による工場用地の遊休化､そして工

業用地の転換が進むようになった。道路公害を中心とする公害対策とコンビナ

ートの再編という二つの動きは､－つの潮流､つまり環境再生によって、地域を

再生するという潮流を生み出したのである。

新しい町づくりは、産業の発展を‘`本'，にして、“末として”の工業用

地や道路網などのインフラの整備を図るというものから、環境保全に合致する

インフラの整備やインフラ利用を“本”にして、都市のあり方や産業の発展を

規制・計画するという、いわゆる“維持可能な町づくり'，に変えていかなくて

はならない。２１世紀に向けて、環境再生は地域社会の大きな課題となってお

り、川崎市などで始まった動きは注目に値する。
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（１）はじめに

１９９６年１２月、川崎公害訴訟は、川崎市南部地域の大気汚染

公害の被害者である原告団と１４のコンビナート企業との間で、企業

が大気汚染による健康被害を認め、損害賠償に応じるという形の和解

が成立し、これ以降、川崎公害は、道路公害についての責任と損害補

償、及び被害の差し止めを求める訴訟が、建設省と首都高速道路公団

等を被告として争われることになった。同時に、和解の際に作られた

まち作り基金の運用の一環として、研究者を主体とする「川崎環境プ

ロジェクト２１（ＫＥＰ２１)」が組織され、川崎臨海部の開発の在り方、

川崎市南部地域の道路公害対策、）''１埼市南部地域のまち作りについて

の研究が開始された。また、原告団・弁護団・支援団体を中心にして、

「かわさきまちつくり隊」が作られ、市民によるまち作りの提案等が

行われるようになった。

１９９８年８月５日、横浜地裁川崎支部は、)||崎公害裁判第２次

－４次訴訟で、自動車排ガスの有害性につき、ＮＯ２、ＳＯ２、ＳＰ

Ｍ（ＰＭ２５）と健康被害との因果関係を積極的に認め、さらに、そ

の被害は現在進行形として存在することを強調し、自動車排ガスの及

ぶ範囲についても建設省、首都道路公団の設置、管理する道路に加え

て、神奈川県・川崎市の設置、管理する道路も共同不法行為として捉

え、その道路網を形成する各道路から５０ｍを救済範囲として、“面的

汚染,,として救済を認め、国・公団に損害賠償の支払いを命じる判決

を下した。同時に、判決は、被害の差し止めについては、これを棄却

した。その後、被害者・弁護団と建設省・首都道路公団等との間で、

和解協議が続けられ、１９９９年５月２０日、原告側は、損害賠償を放棄

する一方、国および首都高速道路公団は、今後、川崎市南部地域の大

気質に関する環境基準の達成に真蟄に取り組むという和解が成立した。

こうして、川崎公害訴訟は、１７年の歳月を経て、一応の決着を見た

のであり、国、首都道路公団、神奈川県・川崎市を巻き込んだ環境再

生の試みが実質的に始まることになった。

和解は、川|埼市南部地域の沿道において「環境基準を上回る二

酸化窒素、浮遊粒子状物質による大気汚染などが現在も続いているこ

と、沿道の生活環境が影響を受けていることが認められる」として、

公害被害を認めるとともに、１９９９年１月１４日に公表された「川崎市

南部地域の沿道環境改善のための道路整備の方針について」に基づい

て、本地城の交通負荷を軽減し、大気汚染の軽減を図るために、道路

管理者として、国および首都高速道路公団が、総額約４０００億円に達
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する、（１）自動車交通を臨海部へ誘導するための道路ネットワークの

整備、（２）沿道への影響を緩和するための道路構造の改善、（３）光触

媒、土壌浄化システムの設置等の試行的実施、（４）中長期的対策とし

て、首都高速道路へのロードプライシングの適用、国道３５７号や首都

高速湾岸道路の整備等をすることからなっている。

川崎公害訴訟における道路公害についての和解は、１９９８年７

月２９日の西淀川訴訟の和解とともに、名古屋市南部、東京都等のそ

の他の大気汚染訴訟に大きな影響を及ぼすとともに、わが国の自動

車・道路公害対策の前進に大きな役割を果たすものと思われる。道路

公害については、西暦２０００年度末までに、おおむね環境基準を達成

するという「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総

量の削減等に関する特別措置法（自動車ＮＯｘ法）」が現在施行され

ているが、しかし、今日までの状況では、川崎市や東京都のような特

定地域において、環境基準を達成することはほぼ困難な状況になって

いることを考えれば、道路管理者に環境基準の達成を義務付けた今回

の和解は、基準達成に向けての積極的な環境対策を促すものになるで

あろう。以下、今回の和解の内容を検討し、あわせて、川崎市南部地

域の道路公害対策が、川|崎市の同地域の環境を再生するために不可欠

であるとともに、環境の再生を通して、川崎市の地域再生をもたらす

ということを明らかにしていこう。

ところで、川崎公害訴訟の和解に先んじて、大阪西淀川地区で

は、既に、原告側が勝訴し、そのときの補償費用の一部で、尼崎市に

財団法人、「おあぞら財団」が設立され、西淀川地区における環境再

生が既に取り組まれている。財団は、大気汚染の公害被害者によって

組織され、環境再生運動も、彼らが中心になり、訴訟にかかわった研

究者がそれを支援するという形で行われるようになった。したがって、

大気汚染にかかわる地域環境の再生は、西淀川の地で、子や孫に青空

を残すという形の運動として展開されるようになったのである。青空

を残すとは、つまり、大気汚染、なかんずく、道路の自動車公害をな

くすということであり、したがって、その観点で言えば、地域ででき

ることは、ある意味では、限定されるといって良い。つまり、自動車

公害対策は、道路構造対策、自動車需要管理政策、排ガス規制などの

自動車単体規制に分けられるとすれば、自動車単体規制は、全国的な

法規制の強化か、あるいは、「自動車ＮＯＸ法」にもとづいて、特定

地域の自動車交通総量削減を求めることであり、地域住民にとっては、

直接関与することが困難であるからである。しかし、西淀川や川崎で
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求められた自動車公害対策は、ある意味では、全国的な問題であり、

地域で実施される自動車公害対策は、直ちに、全国に拡散する可能性

がある。そうした意味では、地域の環境再生連動は、当該地域の再生

だけでなく、全国的な環境保全の運動へとつながるものである。

より一般的には、環境再生という言葉は、自然環境の保全、歴

史的景観や町並みの保全などと比較するとわかるように、一度破壊さ

れてしまった環境を人為的に再生したり、あるいは、環境汚染を直接、

あるいは間接に誘導するような社会経済システムを1陸換する場合に使

われることが多い。たとえば、自然の河川や湖沼は、流域の経済活動

を促進するという目的のために、近年の公共事業の大型化や工事技術

水準の上昇によって、過剰に変形されてきた。このために、河川や湖

沼の汚染が進み、人々が河川や湖沼に自由にアクセスし、それに触れ

る機会が減るとともに、洪水などの災害の危険』性も増すといった状況

が出現するようになった。‘`利水”から“親水”へという言葉に示さ

れているように、河川に対する行政も内容を変化させるようになり、

同時に、公共事業も、“親水護岸,，工事を重視するといったものに転

換するようになった。また、ヨーロッパのライン川国際保護委員会は、

1980年代から９０年代にかけて、流域で探刻な洪水被害に見舞われた

こともあって、これまで、蛇行するライン川を直行・短縮して、河川

流域の開発を図ってきたやり方を転換して、遊水地域を広げて、かつ

てのライン川の姿を取り戻し、遊水地をビオトーブとして整備してい

く取り組みを行うようになった。

ライン)||国際保護委員会のこの事業に対する計画期間の長さと

資金事業規模の膨大さ（１９９８年から２０２０年までに、１２３億ＥＣＵを

投入予定）は、１９８０年代までに水質汚濁にまみれたライン川を浄化

し、再びライン川に鮭を遡｣二させると言うアクションプランを作成し、

その目的を果たしてきたライン)||国際保護委員会の“維持可能なライ

ン)||'，（SustainableRheine）にかける意気込みを不しているとい

えるであろう。環境再生という言葉を都ilT地域に１句けると、それは、

地域の過集績を促してきたために、人々の健康や安全といった都市の

生活環境を破壊してきたこれまでの動きを逆転させる言葉として使用

される。今日の都｢Ｉｊ榊造は、エネルギーの過剰な利ルリ、自然資源の過

剰な利１１］（その結果としてのごみN１１題の淡刻化）をii/1二容するものであ

り、維持''１能な都市構造とはなっていない。こうした現代の都市構造

を、維持可能な都市構造に変えていくためには、環境意識を高めた地

域住民が行政や企業とのパートナーシップの下で、町づくりを行って
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いくことが重要である。都市構造を供給サイドで整備する際には、ど

ちらかといえば、行政や企業が主導権を取る傾向があるが、都市イン

フラの過剰な利用を抑制し、都市生活における過剰なエネルギーや自

然資源の利用を管理するためには、何よりも地域住民による町づくり

への参加が重視されねばならない。

以下で、われわれは、高度経済成長時代に生産力重視の下で都

市インフラや産業甚盤を整備してきたために、これまで、そして現在

も尚、深刻な公害被害を受けている川崎１１T南部地域における環境再生

を、まず臨海コンビナート地域の衰退と再生、次に、道路公害をめぐ

る環境再生と、地域の再生について検討していくことにしよう。

（２）川崎コンビナートの衰退と再編

１９６０年から７０年代にかけての高度経済成長時代の中核をな

してきた重化学工業は、２度のオイルショックや円高の影響を受けて

のl］本経済の知識集約型産業への転換や、さらには、１９９１年以降の

Ilz成不況もあって、７０年代末から今日にかけて、徐々に衰退するよ

うになった。重化学工業の衰退は、lll崎コンビナートでも例外ではな

く、川崎市における従業者数は、１９７５年の１９万４千人から０６年の

１３万４千人へと人1幅に減少した。また、重化乍Ｌ業の出荷高も徐々

に減少し、川崎市における従業員３０人以上の製造業４１:業UTの総敷地

面積l855ha（そのうち９割が)||崎臨海部に集['１）のうち、化学工業、

石油製品・石炭製,Ｍ１製造業、鉄鋼業などの素材型重化学工業は７５％

（l394ha）を占めているものの、今日では、この素材型重化学工業

用地のうちの相当程度の用地が遊休化していると見られるようになっ

てきた。たとえば、これら３つの産業の単位敷地面積あたりの製造品

出荷額は、１９８１年を基準として、９６年には、２から４割程度低下し

ており、遊休化は相当程度進んでいると`思われる。実|際、扇島など広

大な用地を保有しているＮＫＫ（|」本鋼管）は、１９９４年に従業員４５００

人に及ぶリストラ案を発表し、これに伴い社有地ｌ６０ｈａが遊休化す

ると見られている。

このような川崎市における|臨海コンビナートの衰退に直面して、

神奈111県や川|崎｢|｢も対応策を考えるようになった。）|||崎｢'7は、１９９６

年１１月に「川崎臨海部ﾘｲ編整備の基本〃針：海に開かれた国際交流

拠点をめざして」を、また、翌年１１月には、「かわさき２１産業戦略・

アクションプログラム」を発表した。なお、神奈川県、横浜市、川崎

市の３自治体も、９６年の５月に、「京浜臨海部再編整備協議会」を設
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置し、３首長の協議に基づいて、京浜臨海部の再編整備を進めること

になった。川崎市のアクション・プログラムに見られるように、バブ

ル経済崩壊後の長期不況と円高の同時進行は、川崎市における産業の

構造転換を促しており、産業基盤の衰退を防ぐために、もの作り都市

の再生、研究開発・起業都市の再生、新生活・産業都市の形成、国際

業務・交流都市の形成、コーディネーションの形成などを、産業振興

戦略として提起するようなった。

また、コンビナートの地域的な再編計画では、川崎市街地と臨

海コンビナートを分ける産業道路から海側の臨海部第１層には、南渡

田周辺地区と塩浜周辺地区を中心にして研究開発・業務管理・商取引

機能などの導入により、新産業複合市街地としての整備を図る、また、

臨海部第２層については、ニューファクトリーポートとして、研究開

発機能との複合化などによる生産機能の高度化を図る、そして、臨海

部第３層では、東扇島地区でのコンテナターミナル及びＦＡＺ（Forelgn

AccessZone:輸入促進地域）関連施設の整備を中心とする国際貿易物

流拠点整備、浮島地区でのスポーツ・文化・レクレーション基地の整

備を図るなどとされている。尚、いくつかの層に分けてコンビナート

を再編しようという考え方は、防災上の視点（｢２１世紀の都市の安全

のために－京浜臨海部の再生に向けて」安全都市調査会、平成９年１０

月）からも行われており、この提言では、この地域の現状について、

施設の大半が老朽化しているほか、外部に移転した工場跡地が無秩序

に点在していると指摘され、具体的な再配置案として、産業道路以南

の幅１kｍの帯状地域を「産業支援ゾーン」とし、それ以南の臨海地

域と扇島などの人工島を「重化学工業ゾーン」とし、「産業支援ゾー

ン」には情報・サービス関連企業や商業施設を配置する一方、災害時

に危険性の高い重化学関係工場を内陸部から離れた場所に配置し、被

害の拡大防止を図るとともに、各施設感に緑地帯を縦横に張り巡らす

ということになっている。この安全都市調査会のコンビナート再編案

は、川崎市の第１層地区に見られるように、これまでのコンビナート

の地域構成が、住宅地に接するように作られてきたこと、また、工業

の地域構造において防災の視点が欠けていたことを考えると、再編案

として有益な提案であると考えられる。尚、緩価地帯に関しては、こ

れまで、川崎臨海部では、工場用地の１０％を緑地化する計画が実施

されて来たが、今日になってもそれが実現できず、臨海部部全体で

８９％となっている。欧米先進工業国のコンビナートが十分な緩衝緑

地をとっていることを考えると、わが国のコンビナートは、過集積の
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性格が強く、防災上、環境保全上ともに、欠陥を有するコンビナート
といって良いであろう。

また、この防災を考慮した川崎臨海部の工業配置のプランと川

崎市のプランとの間には、特に、川崎市の提唱する臨海部第３層にお

いて、相違があるようだ。実際、防災上では、臨海部第３層には危険

な石油関連基地や鉄鋼業を配置すべきであるとされているが、川崎市

の計画では、同所に、国際貿易の拠点、あるいは、スポーツ・文化・

レクレーションの基地が配置されている。川崎市は、東扇島にコンテ

ナターミナルやＦＡＺを自ら建設し、港湾事業を進めていることもあ

って、このような計画を前面に出したものと思われるが、これは、川

崎臨海部全体を重化学工業基地から商業を含む港湾・物流基地に再編

成したいという思惑があるからであろう。しかし、現に、川崎市の臨

海部には、ＬＮＧタンクを始めとして、依然として大量の危険物質が

存在しており、防災上の問題はこれを回避することが出来ないであろ

う。尚、浮間地区には、当初、７万人を収容するサッカー場を建設予

定であったが、現在までのところ、東京湾アクアラインと湾岸道路、

国道４０９号線を結ぶ巨大なジャンクション（９０ｈａの士地が道路をつ

なぐために使われている）が作られているだけである。

次に、）''１崎市のアクションプラン等における環境保全策はどう

なっているのであろうか。このプランの一部で、素材型重化学工業に

代わって、ゼロエミッション工業団地を造成するという構想なども、

通産省の後押しで企画されている。また、緑地空間の整備もプランの

中で触れられているが、緑地拡大については、これまでの工場敷地の

10％を緑地化するという計画から、緑地を集約化する、つまり、拠点

緑地を盤傭する方向へと移っているだけで、全体の緑地面積を増やす

方向には至っていない。市民の海へのアクセスについては、東扇島に

おけるレクレーション用地の整備、浮島における海上公園の整備が計

画されているものの、計画規模や実現までの手続きや利用方法につい

ての市民参加は見られず、机上の計画になっているに過ぎないという

面が強い。また、防災面については、臨海部第１層地域と運河との間

に防災拠点を整備するという構想が示されているが、この地域にある

わずかな公共用地をそれに提供するということだけで、実効性のある

十分な計画になっているわけではない。

ここで、川崎市が重視している港湾機能の整備について、述べ

ておこう。川崎市は、現在、東扇島において、コンテナーターミナル

基地、及び、ＦＡＺ関連施設の整備に巨額の財政資金を投入している。
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「東扇島コンテナ埠頭・ターミナル」については、長さ７００ｍの第１

バースを１９９６年４月にオープンし、さらに、第２バースを２０００年

に完成する予定である。川崎市は、これまでコンテナヤードやコンテ

ナクレーンの整備、さらに、コンテナ埠頭事業の運営主体である第３

セクターの「かわさきコンテナターミナル株式会社」への出資などで、

356億円余り（１９９８年度）を投入している。尚、このコンテナター

ミナル設備の敷地面積は、約２４．５ｈａとなっている。

一方、ＦＡＺに関しては、コンテナヤードの後背地の私有地３４ｈａ

に「総合物流センター」、「インポートハウジングセンター」、「ウエア

ハウスマート」等の施設を建設することになっており、既に、輸入促

進基盤施設の建設に対して国庫金と同額のインセンテイブ補助金や、

ＦＡＺ事業の運営主体である第３セクターのへの出資金などの形で、約

３４億円（１９９８年度）の財政資金が投入されている。

しかし、これらの事業は、今|ヨ、｜順調に推移しているわけでは

ない。実際、経済不況や隣接する横浜港という競争相手もあって、コ

ンテナ事業は不振を極めており、「かわさきコンテナターミナル株式

会社」は、1996,97年度に累積赤字２８億１４００万円を計上し、川崎市

が、港湾施設手数料の半額引き下げなどの実質的な公的資金の投入を

↑丁うと同時に、さらに、増資も検討せざるを得ないという状況に置か

れている。また、ＦＡＺについては、第１期工事の施設が完成し、８０％

の入居企業が決定されているものの、実際の入居は進まず、２台の巨

大なガントリークレーンは、十分に機能していないのが現状である。

このため、「かわさきファズ株式会社」は、第１期分の施設について、

)||崎市に対してその実勢llli格の７割に相当する２２５億円を権利金とし

て支払うことになっているが、内４０億円は既に支払われているもの

の、残り１８５億１１１については、大３セクターの債務償還（２０年以｣二

を見込んでいる）終了後に分割して支払うことになっており、その問、

川崎市は利子負担分だけの公的資金を負担することになっている。

以｣二、）||崎市などのコンビナート再編成プランは、物流、立地

企業の付加価値化（研究開発重視を含む）、エネルギー基地の維持と

いう３本柱によって位置付けられており、アメニテイー、ウォーター

フロント、防災を３本柱とする観点とは対立しているといえよう。実

際、たとえば、川|崎ＦＡＺ事業やコンテナターミナル事業は、将来、

深刻な環境問題を引き起こす要因になりかねないのである。というの

は、東扇島開発の１つの前提とされている川崎縦貫道路・第１期計画

が完成し、さらに、最終的に、東名高速道路に接続するようになると、
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東京湾アクアラインと湾岸道路と国道４０９号線（これに並行して川崎

縦貫道路が計画されている）が交差している浮島ジャンクションの交

通量は、現在の１日平均７万千台（1998年９月）から､縦貫道路方

向への交通量のみで１日平均３万台も増加するものと予想されている

からである。このことによって、既に、国道４０９号線沿道では大気汚

染が深刻になっているにもかかわらず、さらに、大気汚染が進行する

可能性が高まるのである。川崎市は、縦貫道路を部分的なルンバー方

式、トンネル化などの道路構造にして、環境汚染を未然に防ぐとはい

っているものの、」||崎市南部の自動車交通公害を防ぐということを前

提にして、東扇島の港湾計画を立てるというやり方はとられていない。

尚、東扇島のコンテナターミナル基地やＦＡＺ施設については、川崎

市の財政を悪化するものであるという立場から、既に、市民オンブス

マンを始めとして、市民から多くの批判が投げかけられている。

川'崎ilTが実施しているコンビナート再編事業には以上のような

問題点があると同時に、コンビナート全体の再編についても、多くの

問題点があるといえよう。実際、川崎市は、「海に開かれた国際交流

拠点をめざして」というタイトルのもとで、）||'埼市臨海部のコンビナ

ートを３層に分けるなどの再編整備の基本方針を出しているものの、

企業の立地については、全くといっても良いくらい政策手段を持って

いないのである。既に立地している企業は、その土地が遊休化しても、

当面、資産運用との観点で、倉庫等に転用したりして保有しつづける

ことが可能であり、市側の基本方針とは無関係に自己の土地を処分す

ることが可能となっている。工業用地の転用をスムーズに進めるため

には、京浜工業地帯に課せられている工場２法を緩和することが必要

であるというのが、自治体の共通認識である。確かに、工場２法によ

って、コンビナート地域に新規参入する事業はこれまで制限され、コ

ンビナートの再編が進まなかったということは事実としても、工場２

法を緩和すれば、コンビナートの再編が川崎市の基本方針にそって進

むわけではないことは、立地企業による土地の処分が全く自由である

ような場合には、論じるまでも無いことであろう。

（３）道路公害と環境再生について

川崎市南部地域の大気中の二酸化窒素やＳＰＭ（浮遊粒子状物

質）の大気中の濃度は、特に自動車排出測定局においては、ほとんど

全ての測定局で環境基準を上回る状況になっており、この状態は、こ

こ１４，５年の問、ほぼ変化していない。特に、池上測定局は、ＮＯ２の
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環境基準の上限値（年間９８％値）である0.06ｐｐｍを上回って、０．０８

ｐｐｍを超える年が多く、全国でもワースト１位、あるいは２位とい

う深刻な汚染を続けており、道路沿道における慢性気管支喘息などの

大気汚染に関わる健康被害を、今日でも発症させ、増悪させている。

一方、川崎市南部地域は、東京都と横浜市に挟まれた交通の要衝

地で、川崎公害訴訟で被告道路となった国道１号線、１５号線、首都

高速道路横羽線、東京大師横浜線（産業道路）等の幹線道路が、東西

に張り巡らされ、通過交通量が多いとともに、臨海コンビナート企業

群から発生する貨物トラックの交通量も多いという特徴を持っている。

さらに、近年では、臨海部で高速道路湾岸線が平成６年の１２月に開

通するとともに、木更津市と川崎市を結ぶ東京湾横断道路（東京湾ア

クアライン）も平成９年１２月に完成し、浮島ジャンクションで、両

道路がつながるとともに、アクアラインと東名高速道路を結ぶための

川崎縦貫道路（第１期計画）の新しい建設も進められている。

このため、川崎区の自動車走行量は、平成５年度の２６３万台キ

ロ／日から、平成７年度には３２５万台キロ／日と増加（川崎市全体では、

817万台キロ／日から９１９万台キロ／日に増加）しており、これに合せ

て、川崎区の自動車ＮＯｘ排出量も、平成５年の１３４３トン/年から、

平成７年度には１６４１トン/年と増加（同じく、川崎市全体では、３７６９

トン/年から４１２２トン/年に増加）している。川崎区の自動車ＮＯｘ

排出量のうち、貨物トラックからの排出量は、平成７年度で、１３０３

トン/年であるから、その比率は８０％近くになっている。平成７年度

を目処にＮＯ２の環境基準を達成するためには、川崎市の計算（｢川崎

市における今後の窒素産物対策及び浮遊粒子状物質対策について（答

申）」川崎市公害対策審議会、平成１０年４月）によると、川崎市全体

で２９１３トン/年、川崎区で７１４トン/年でなければならないので、川

崎区では自動車からのＮＯｘ排出量を半分以下に削減しなければなら

ないという計算になる。

幹線道路の沿道で深刻な大気汚染が生じているのは、川崎コンビ

ナートの工場地区と、住宅地区を分けている産業道路とその上を走る

高速道路横羽線等で，膨大な自動車交通量が発生しているからである。

実際，両道路の１日当たり自動車交通量は、約１３万台（平成６年度

で、横羽線で１１万４千台、産業道路で２万７千台であった）に達し

ており、上で記したように産業道路沿道に設置されている池上測定所

のＮＯ２の濃度は、深刻な値となっている。また、産業道路と横羽線

の北側は住宅地、南側は準工業地域と工業地域となっているが、この
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地域の人口密度は高く、横羽線が出来た昭和４５年ごろで、既に、１

平方キロメートル当たり、１８，０８２人という具合に高密度地域になっ
ていた（川崎市の平均は、7,488人)。つまり、沿道で環境汚染の被

害を受ける人々が多い地域であったのであり、従って、この産業道路

を中心にして、道路構造の改善策が検討されるのは当然のことであろ

う。

和解文でも記されているように，建設省、首都高速道路公団、

川崎市建設局は、今年１月１４日、「川崎市南部地域の沿道環境改善の

ための道路整備の方針について」を発表した。それによると、川崎市

南部の幹線道路沿道においては、二酸化窒素などの濃度や自動車交通

騒音が環境基準を超過しているので、（１）自動車交通を臨海部へ誘

導するための道路ネットワークの整備と、（２）沿道への影響を緩和

するための道路構造の改善が必要であるとされている。そして、（１）

に関しては、臨海コンビナートを起点とする大型車を減らすために、

産業道路のバイパスとして、市道殿町夜光線の延伸整備と、首都高速

湾岸線の整備があげられるとともに、市道皐橋水江町線を東扇島に接

続するために、第２海底トンネルを整備することなどが挙げられてい

る.平成６年に，首都高速湾岸線ができたときに，首都高速横羽線、

および産業道路の一部の自動車交通量が，湾岸線に移動したことを受

けて、産業道路のバイパス線の整備や湾岸線の整備が提起されている

のである。

また、（２）については、産業道路の車線を現在の８車線から

６車線に減らすこと、国道１号線では、歩道の広幅員化、植樹帯など

の環境施設帯を整備すること、国道１５号線では、現在の片側６．５ｍ

の歩道・植樹帯を、１３ｍの中央分離帯を５ｍに狭めることによって、

10.5ｍに拡張すること、また、交通流を円滑化するために、国道1号、

１５号の交差点構造を改良することなどが提起されている。産業道路

の車線削減や環境施設帯の整備は、自動車交通量の負荷を減らすとい

う意味で効果的なものと考えられる。このような道路整備をした場合

には、約４０００億円の費用がかかると見込まれている。

建設省などの道路整備については、もとより、自動車単体対策、

あるいは、自動車交通需要対策は含まれてはいないが、今後、ロード

プライシングを首都高速道路に適用するために、制度的・技術的な問

題を検討することになっている。さらに、首都高速湾岸線に沿って走

る国道３５７号（大黒埠頭一羽田空港）を、中．長期的に整備．建設し

ていくことも検討されている。その他、川崎市南部では、遮音壁設置
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による騒音対策、土壌浄化装置や,光触媒インターロッキングブロック

を利用した試験的な二酸化窒素対策も盛り込まれており、大気汚染除

去の先進的な実験も計画されている。このように、建設省などと公害

被害者・原告団との話し合いの中で、川|崎市南部地区における道路構

造の整備が協議され、計画されるようになってきたことは、地域住民

にとっては、大きな成果であろう。特に、沿道の緩衝緑地帯について

は、住民側のアイデアが活かされることになっており、市民参加に基

づく道路構造の改善が、一歩、進められたといって良いであろう。

しかし、建設省などの案は，平成１０年の道路審議会答申「よ

り良い沿道環境の実現に向けて」に基づいたものであり，この答申に

問題が無いわけではない。実際、この答申は、沿道環境をめぐる最近

の動きの中で、川崎訴訟に触れ、「国、首都高速道路公団等に対して、

沿道住民が排出ガスの差し止め、損害賠償を求めた訴訟であり、１次

訴訟について横浜地方裁判所川崎支部は差｣上請求は却下、損害賠償請

求は棄却した。一方、２－４次訴訟については、同裁判所は差止請求

は棄却したが、自動車からの排出ガスと健康被害との因果関係を認め

た｣二で、現行制度上で道路管理者が行えるもの以外の措置も含めて回

避可能性があったとして、道路管理者に対し、一部の原告に損害賠償

を認めた」と述べ、訴訟判決がわが国の道路公害対策の在り方につい

て、大きなインパクトを与えたことを確認したが、しかし、答申の基

本方針は，まず第１段階として，自動車の低公害化と自動車交通を分

散する幹線道路ネットワークの整備を行い，次に第２段階として、現

に環境が激しい地域では道路構造対策を実施し，そして第３段階とし

て、大都市圏では関係事業者，住民などの参画による自動車交通の需

要調整の導入が検討されることになっているのである。つまり，順序

としては，バイパス道路などを新たに建設し，既存の道路の混雑を減

らすことによって，公害を減らし，それが難しい場合には道路構造を

改善し，最後の手段として，事業者，住民参画による自動車交通需要

管理政策の導入が主張されているのであって，道路公害はバイパス道

路を含む道路整備が遅れているためという基本方針が答申の底流に流

れているのである。

このことは，川崎市の場合でも同様で，産業道路のバイパス道

路として，市道殿町夜光線の延伸工事，首都高湾岸線の整備，さらに

国道３５７線の建設という形で示されている。こうした交通需要追随

型の道路建設は，短期的には，既存道路の混雑を減らす効果はあるも

のの，中長期的には新たな道路に潜在的な交通需要を誘導し，地域全
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体として交通需要量を増やすことは，これまでの経験から明らかであ

る。新しいバイパス道路の建設は，沿線に新たな交通需要を増やすと

ともに，既存道路の混雑度の低下もあって，潜在的な自動車交通需要

を刺激する可能性が高い。特に，川崎市南部地域のように，道路公害

が沿道地域に特化されるというよりも，地域全体に広がっている場合，

面的な大気汚染の拡散につながりかねないのであって，環境汚染が激

しい地域では，何よりも，自動車交通量を抑制することが基本とされ

ねばならない。また，ＮＯｘ対策としては、面的には全体的に自動車

交通量を増やすもの、特定の既存道路の交通量を削減することは、短

期的には当該道路の沿道でＮＯｘの環境濃度を引き下げる効果はある

ものの、地域全体としてのＮＯｘ排出量の増加は、硝酸アンモニウム

などのＳＰＭの中の二次生成粒子等を増やす効果があり、地域全体の

ＳＰＭ汚染を増やす可能性がある。そういった点から見れば，建設省

などのプランは，地域の環境再生に必ずしもつながらない可能性があ

ると見て良いであろう。

道路構造の改善についても問題がないわけではない。建設省な

どの方針では、産業道路の片ＩｌＵ１車線を削減することになっているが、

現在でも、片側１車線は違法駐車などで、事実上、自動車通行の便に

利用されておらず、先の建設省などの車線削減の調査によっても、交

通の混雑度が上昇することはなかったとする結果が出ている。また，

国道１号線についても、昭和３５年ごろ、植樹帯を撤去し、車道部分

を１１ｍから１９ｍに拡張したのであり，国道１５号線についても、昭

和３８年に、１８ｍから５０ｍへと大幅に拡張する工事が行われたのであ

って、今回の緩衝緑地帯の設置は、こうした自動車道優先の道路作り

を、部分的に修正するという効果をもつに過ぎないのかもしれないの

である。

道路構造の改善の手法で大きな問題は、瀧業道路を主な対象と

して、新型遮音壁を作るという自動車騒音対策のあり方であろう。こ

れは、人間の生活と自動車交通を分離するという手法であるが、グロ

テスクな遮音壁を住宅や店舗の前に作られる地域住民にとっては、生

活の圧迫感を強め、街の景観を著しく損なうものであるといって良い。

この手法は、西淀川地域の圧|道４３号線でも行われているが、街作り

という観点から、このような道路構造改善策は、一度抜本的に見直す

ことが必要であろう。騒音防止に関していえば、この４月から、環境

庁は、新しい騒音基準を発表し、特に、幹線道路については、国道４３

号線訴訟の最高裁判決で示された許容基準６５デシベルという騒音を
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上回る７０デシベルという環境基準を設定し、あわせて、道路沿道で

はなく、室内の騒音が夜間で４０デシベル以下であれば、戸外の幹線

道路の騒音については、これを問わないとする環境基準を作り、環境

行政の後退を世に明らかにしたとおりである。こうした環境基準の考

え方が、先の建設省の基本方針にも現れており、沿道整備法や住宅地

と道路を分ける新型遮音壁の設置によって、騒音対策を実施しようと

しており、沿道の騒音を防ぐために、自動車交通量を削減するという

考え方が後退しているのである。

（４）維持可能な自動車交通と環境再生

道路公害を防止し，大気汚染公害を被る地域の環境を再生する

ためには，自動車交通をサステイナブル（維持可能な）ものにしてい

かなくてはならない。“サステイナブルな自動車交通，，を実現するた

めには，環境容量に見合う自動車交通需要を規定し，現実の自動車交

通需要がそれを上回っているのであれば，ロードプライシングや，共

同輪配送等の事業者によるトラック輸送量の削減や，大型車の走行規

制などによって，交通需要を減らし，さらに，他の代替的な公共交通

機関の整備等によってモーダルシフトを実施していかなくてはならな

い。さらに、それでも自動車交通量を削減できなければ，バイパス道

路の建設を考えるという発想の転換が何よりも必要であろう。また，

“サステイナブルな自動車交通”を実現するためには，環境容量に見

合う自動車交通を実現するために，都市の成長管理を行い，自動車交

通に依存した町を再整備し，パークアンドライドを導入して自動車の

利用を抑制したり，路面にハンプや突起物等を設けたり、道路を蛇行

させることによって，住宅地と自動車の共存というボンネルフ方式を

採用し、自動車利用を抑制する都市計画を進めなければならない。集

積の利益だけを配慮した都市を開発し，経済成長を図れば，それによ

って派生する自動車交通量，貨物輸送量は避けがたいので，道路建設

もまた避けがたいという考え方を逆転し，環境保全の観点から，都市

づくりを再構成することが“サステイナブルな自動車交通'，の時代に

は，求められているのである。

このような‘`サステイナブルな自動車交通，，の考え方は，ヨー

ロッパ諸国において導入されつつあるということに注意しなければな

らない。実際，先進国で最初にロードプライシングの導入に関する理

論的な問題と技術的な可能性について検討を行った報告書（「スミー

ド報告書」イギリス交通省、１９６４年）を作成したイギリスでは，１９９８
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年７月に，環境・交通・地方省が「交通に関するニユーデイール政策」
（NewDealfOrlransportBetterforEveryone）と題する報告書を

発表し，その中で，新規の道路建設を基本的に取りやめて、自動車交

通が混雑し，自動車公害が深刻な地域において，地方自治体は独自の

権限でロードプライシングを導入し，その財政収入で，代替的な公共

交通機関等の整備を行うべきであるという提言をまとめている。また，

これまで，日本のように，有料の自動車専用道路という考え方のなか

った同国において，幹線道路において，積極的にロードプライシング

を導入すべきであるという提言も行っている。この報告の後，同省は，

さらに，「維持可能な交通」（SustainableTransport）に関する報告

書を提出し，貨物輸送に関しても現在のロジステイック革命というべ

き電子データ交換（ＥＤＩ）を導入した物流システムの構築等によって，

トラック輸送を効率化し、クロス輸送等を減らして、貨物輸送総量を

抑制すべきであるという考え方を積極的に提言しており，この件に関

して，広く国民の意見をインターネットで求めるという提案を行って

いる。

イギリスでは、１９９７年に「道路交通削減法」（TheRoadTraffic

ReductionAct）が制定され、９８年１２月にさらに、環境・交通・地

方省は、渋滞を解消するための報告書（BreakingtheLogjam）を提

出し、この中で、地方自治体に交通計画を決定する権限を与え、自動

車交通が増加すると予想される場合には、自動車交通需要管理政策、

特に、ロードプライシングの導入が必要であるとし、道路有料化の財

政収入でバスや他の公共交通機関の整備を行い、道路ネットワークに

代替する交通ネットワークの整備が必要であると主張する。また、同

報告書では、レスターにおけるパークアンドライドの実験や、ロンド

ンにおける調査研究（１９９５年７月）を紹介し、特にロンドンの研究

によると、適切なロードプライシングを導入した場合、ロンドン中心

地の自動車走行キロ数は１５％削減することが可能であり、また、二

酸化炭素については１４．５％の削減が可能であるという主張も行って

いる。また、企業が保有している駐車場に対して、地方自治体が独自

に料金を設定する権限を認めるべきであるという提言も行っている。

川崎市におけるサステイナブルな自動車交通を考える際に重要

なことは、最初に、現在の欠陥道路の構造を改善することであろう。

昭和４３年に開通した高速道路横羽線は、当時、国鉄塩浜線に沿わせ

るルートと、産業道路の北側に沿わせるルートと、現在のように産業

道路上に高架とするルートの３つの代替案を検討したにもかかわらず、
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最も費用が安く、工期が短い産業道路の上に高速道路を作るという工

法が採られたのである。このうち、少なくとも国鉄塩浜線に沿わせる

案を採用していたならば、人口密集地帯に首都高速横羽線と産業道路

の２大汚染源を集中させるような事態は避けられていたはずである。

さらに、横羽線を羽田空港付近と横浜中心部を結ぶに当たって、高速

道路を浮島、千鳥、水江、扇町等などの埋立地内に立地していたなら

ば、住民の全く居住していない工業専用地域を通行することになり、

直近の住宅地と１ｋｍ以｣二の距離を保つことができたので、住民に対

する大気汚染被害を防止することができたであろう。また、横羽線を

トンネル化することも可能であった。実際、昭和３９年当時、首都高

速道路の総延長の６６％は、自動車排ガスを直接住民に到達させない

地下トンネル方式で設置されており、沿道の環境保全上望ましい地下

トンネル形式は、当時においても採用可能であったのである。

横羽線の開適当時から、この２階建て道路は、環境汚染をもた

らすことが懸念されていた。実際、当時の新聞によると、横羽線の開

通は、公害の３重奏（産業道路沿線の住民に工場からの排ガス、産業

道路を走る車の振動と排ガスに加えて、横羽線の騒音と排ガスの３重

奏）を引き起こすと危`倶され、実際、開通当初から、大気汚染の被害

が報告されていた（神奈川新聞、昭和４３年７月１９日）のである。

横羽線の建設は、さらに、橋脚建設のために産業道路を当時、２４４ｍ

から４０ｍへと１５倍も拡幅するという事態をもたらした。こうして、

両道路による公害が広がるとともに、川崎市においても、公害．災害

を防止するために、産業道路の両側に幅５０ｍのグリーンベルトを作

るという計画を昭和４７年に提起させ、欠陥道路の改造を企画しなけ

ればならない状況になったのである。このグリーンベルトの建設計画

は、Ｌ場と住宅地を防災、公害の観点から分離することを目的にした

ものであるが、道路公害を防止することを意図したものであったこと

は明らかである。このグリーンベルトの建設計画は、当時の金額で３６０

億円と見積もられたが、この金額はほぼ横羽線の建設資金に見合うも

のであった。

このようなことを考えるならば、川崎市の環境再生のために、

再び高速道横羽線を再整備することを検討すべき時であろう。つまり、

横羽線を地下に埋め、産業道路の幅員を過去のものに戻し、十分な緩

衝緑地を作るべきであろう。近年の道路建設においては、住民参加の

もとで、道路構造を決定する方式が徐々にとられつつあり、実際、東

京都の放射３６号線（計画は、横羽線が開通する昭和４２年ごろから
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始まった）では、緩衝緑地の建設に限らず、住民参加のもとで、道路

構造を一部で地下化したり、ルンバー構造にしたりするという手法が

取られたのである。また、このような動きは、川|崎市の縦貫道路の建

設計画においても、見られたことである。高速道路横羽線の再整備は、

さらに、産業道路の沿道における大気汚染を引き下げ、沿道周辺の土

地評価額を引き上げ、産業道路の沿道を良好な住宅地として再整備し

ていくことも可能にするであろう。現在、川崎市の臨海コンビナート

地域においては、上記のように、重化学工業の撤退が相次いでいるが、

居住環境の改善は、研究開発機関の進出や住宅の進出の機会を増やし、

環境再生を通じた地域の再生をもたらすことを可能にするであろう。

道路ネットーワークに頼らない交通システムの再構築に関して

は、鉄道の利用も検討すべきである。これまで、川崎市においては、

ＪＲ東海道貨物支線の貨客併用化（京浜臨海線）、鶴見線の機能強化

などが計画されてきた。ＪＲの民営化以降、貨客1輸送は分離されてき

たが、川|塙南部地域において、再度、旅客と貨物を同時に輸送する新

しいタイプの鉄道を試みてはどうであろうか。既に、ＪＲ東海道貨物

支援の貨客併用化の計画は、運輸省内でも進められているようで、そ

の整備予算は３０００億円と見込まれている。また、川崎市南部地域に

おいては、ごみをトラックではなく、鉄道を利用して輸送するという

ユニークな試みがなされているが、東京都内においてもそうであるが、

ＪＲ線や地下鉄線の駅等にエレベーターを設置し、深夜を中心にして、

小荷物等を輸送するサービスを宅配便事業者等と連携して行うという

手法は取られないものであろうか。駅にエレベーターを設置すること

は、社会福祉的な意味があることは言うまでも無いが、同時に、自動

車交通を抑制するために使われるとすれば、維持１１｢能な交通システム

を作るための有力なＴＬ段になるであろう。さらに、都ＩＩＴの成長管理と

言う視点から、自動車交通量や、エネルギー消費壁という制約条件の

もとで、川崎市のまち作りを再検討すべきであり、特に、東扇島で進

められているＦＡＺや物流基地の整備は、川崎市内の自動車輸送量を

増加させるので、大幅な見直しが必要であろう。

吹に問題になる点は、交通需要管理政策、特に、共同輪配送シ

ステムの促進と、ロードプライシングの導入であろう。建設省等も、

首都高速道路にロードプライシングの導入を検討するようであるが、

確かに、横羽線の高速道路料金を相対的に引き上げ、湾岸道路の料金

を相対的に引き下げることは、自動車交通壁を湾岸道路に誘導する役

割を果たすであろう。道路料金の決定原則に環境に対する負荷の程度
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を入れ込むという手法は、環境税の考え方を道路料金に応用すること

になり、それは、さらに、一般道路へのロードプライシング導入にも

つながるものである。高速道路だけでなく、深刻な環境汚染を引き起

こしている一般道路においてもロードプライシングを導入するという

ことは、自動車交通需要管理政策の基本であり、ロードプライシング

の手法についても、当面は、ブースでの人の手を要する料金回収シス

テム方式であるとしても、いずれは、シンガポールのような電子式料

金回収システムを導入すべきであろう。川崎市においても、面的なロ

ードプライシングの導入を試行的に実施し、交通需要管理政策の効果

について実験を試みるべきであろう。

（５）あとがきにかえて

川崎市南部地域における環境再生、そして、環境再生を通して

地域の再生を図る動きは、川崎公害訴訟という裁判の中から出てきた

非常にユニークなものである。公害被害者が、裁判の過程で損害賠償

を要求するだけでなく、大気汚染や騒音・振動による公害を食い止め

るという運動を行ってきたことは、世界でも稀なことであり、被害者

のこうした運動は高く評価されなければならない。被害者の運動は、

西淀川地域において先進的に取り組まれ、ノ||崎において、建設省や首

都道路公団、そして川崎市を促して、環境基準を守るために、何が出

来るかの協議の場を作ることに成功し、さらに、岡山県倉敷市、名古

屋南部等での取り組みにつながる運動を展開することに成功したよう

だ。

しかし、こうした運動は、まだ緒についたばかりである。実際、

1999年５月２０日の和解において、大気汚染物質である微小粒子

ＰＭ２５と健康被害との関係についての調査が今後実施されることに

なっているし、また、効果的な道路構造対策や、適切なロードプラシ

ングの導入についても、調査が始まったばかりである。今後、川崎市

は、道路公害対策の施策や調査について、市民に適切な情報を開示す

るとともに、積極的な対策を考える中心的な役割を担っていかなくて

はならないであろう。

ところで、２０００年２月、川崎市の|弊の東京都は新たな自動車公害

対策を打ち出して注目をあびるようになった。実際、ディーゼル車の

排ガス規制で、新たな具体策を打ち出したが、それは、都内の登録車

のうち３０台以上の貨物自動車を持つ事業者を対象に、排ガスに含ま

れる微粒子を除去する装置（ＤＰＦ）の装着計画の作成と実績報告を義
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務付け、ディーゼル車にＤＰＦを装着させるか、ガソリン車に代替す
るかを明記させるもの（都の提出勧告・命令に従わない場合には罰則

を科す）である。なお、都外の事業者に対しては、貨物自動車が立ち

寄る都内の工場などにディーゼル車の持ち主を報告させ、ＤＰＦ装着

を要請する。都は、公害防止条例を２０００年中に改正し、翌年４月か

ら施行を予定し、２００６年からすべてのディーゼル車に規制を適用す

る。さらに、東京都は、同じく２月、都心部の交通渋滞地域に入って

くる自動車に料金を課す「ロードプライシング」を、２００３年度にも

導入することを正式に証明した。課金するエリアは、環状８号線、山

手線、多摩川・荒川といった河川などの内側とする予定である。自動

料金収受システム（ＥＴＣ）を活用し、トラックを含む全車種を前提に、

平日の午前７時から午後７時まで実施する予定である。これに関連し

て､都は、２００２年度に都独自の条例を制定する予定という。

これまで述べてきたように､道路公害対策は、①排ガス除去装置な

どの自動車単体規制、②ロードプライシングなどの自動車走行量を削

減するための交通需要マネジメント（ＴＤＭ)、③道路に遮蔽物を構築

したり、道路自体をトンネル化したりする道路構造対策、さらに、④

軽油税やガソリン税を環境税的なものに変えていくことなどがある。

都は、これまでＮＯｘ法で規制されていた排ガス規制を強化するとと

もに、ＴＤＭを積極的に導入するということで、道路公害対策を一歩

前進させる役割を果たすことになった。深刻な大気汚染にさらされて

いる川l埼市は、本来であれば、南部地域のコンビナート事業者に対し

て貨物トラックのＤＰＦ装着を要請し、高速横羽線と湾岸線との間で

高速道路料金に格差を設けることや、多摩川と鶴見)||でロードプライ

シングを導入し、都に先んじて道路公害対策を強化しなければならな

い立場にあったが、これまで、ほとんど有効な道路公害対策を実施し

てこなかったのである。

最後に、神奈川県や)||崎市においては、既に、臨海コンビナー

トの再編整備について、経済の活性化という観点から取り組みを行っ

てきているが、再編整備は、経済と環境と社会をともに活性化するリ

ジエネレイシヨンでなくてはならいことを確認し、市民の積極的なま

ち作りへの参加を促すことに努めなくてはならないことを付け加えて

おこう。

（本論文作成に際しては、１９９７年度の法政大学特別研究助成金を受け

た）
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